
１ 事業概要

⑴ 事業の現況

① 施設【令和３年度地方公営企業決算状況調査より】

＊１ 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含

む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同し

て管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的

条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない

。）を指す。

供用開始年度
（供用開始後年数）

平成１２年(２０００年）度　（２２年）

法適（全部・一部）
非適の区分

適用　（令和２年（２０２０年）度から適用）

流域下水道等への接続
の有無

有

処理区域内人口密度 ２５．３　人／ha

処理区数
１区（迫川処理区）
※　迫川流域関連公共下水道（築館、若柳地区）

処理場数
なし
※　宮城県迫川流域下水道石越浄化センターで処理

広域化・共同化・最適化
実施状況＊１

　宮城県が計画を進める「宮城県下水道広域化・共同

化計画」の策定の中で、今後、宮城県や地域ブロック

ごとに汚水処理の現状と課題を整理したうえで、広域

化・共同化について検討していきます。

栗原市下水道事業経営戦略

団 体 名：宮城県栗原市

事 業 名：栗原市公共下水道事業

策 定 日：令和５年（２０２３年）２月

計画期間：令和４年（２０２２年）度から令和１３年（２０３１年）度まで

－ 1 －
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② 使用料

＊２ 条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

＊３ 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみで

なく業務用を含む）をいう。

 

令和元年度　４，０８３円

令和２年度　４，６９６円

令和３年度　４，７０７円

一般家庭用使用料
体系の概要・考え方

業務用使用料体系の
概要・考え方

一般家庭用使用料体系と同様です。

その他の使用料体系の
概要・考え方

一般家庭用資料量体系と同様です。

１　料金体系：基本料金と従量料金の２部料金制
　⑴　経営の安定化のため、基本料金で固定費を確保
  ⑵　負担公平性のため、排除した汚水量に応じた負担
２　基本料金
    下水道の使用状況に関わらず発生する処理場の維持
  管理経費等について、汚水量１０㎥までを基本料金と
　して負担いただいております。
３　逓増型の従量料金
    汚水量の増加に伴い、処理場の負担も増えることか
  ら、累進的な汚水量単価でもって、一定量以上汚水を
　排除した使用者には、応分の負担をいただき、使用者
　間の公平性を確保しております。なお、汚水量算定に
　あたっては、水道メーターの指針を基準にしておりま
　す。
４　自家水使用者について
    自家水を使用する場合、その水量をメーターで確認
  することが出来ない使用者については、世帯人数によ
  る認定汚水量でもって料金を算定しております。
５　料金改定
    町村合併時に下水道使用料の統一を図り、その後消
  費税の改正に合わせて料金改定を行っております。今
  後、人口減少等の影響による使用料収入の減少や、施
  設の老朽化に伴う更新費用及び施設維持管理費の増加
  が想定され、資金不足が見込まれることから、下水道
  施設の統廃合など、固定費削減の取り組みを進めると
  ともに、料金改定について検討を行う必要があります。
  なお、収支計画については、令和８年（２０２６年）
  度に料金改定を見込んで作成しております。

条例上の使
用料（２０
㎥あたり）
*2

令和元年度　４，０７０円

令和２年度　４，０７０円

令和３年度　４，０７０円

実質的な使
用料（２０
㎥あたり）
*3

総務係

給排水係

課長補佐

課長補佐

下水道経営係

下水道施設係

お客様係
下水道事業管理者

（栗原市長）

下水道事業職員数

経営課長

施設課長

（Ｒ４.４.１現在）

上下水道部次長上下水道部長

合計

事務職

技術職

１４人

８人

６人

③ 組 織

（下水道・農集排・浄化槽 共通）



⑵ 民間活力の活用等

① 民間活用の状況

下水道事業の包括的民間委託は、契約期間を５年間とする長期継続契約により、

マンホールポンプの維持管理業務を委託しており、主な業務内容は保守点検業務、

環境計測業務及びポンプ異常時の復旧業務です。

② 資産活用の状況

施設は管路とマンホールポンプのみであるため、活用可能な施設はありません。

⑶ 経営比較分析表を活用した現状分析

公共下水道事業の持続可能な健全経営の確保のためには、維持管理経費に見合った

収入の確保が必須であることから、公共下水道では令和２年（２０２０年）度に若柳

地区の大袋農業集落排水処理施設を公共下水道に接続し下水道施設の効率化及び収入

確保に努めました。

また、今後、人口減少等の影響による使用料収入の減少や、施設の老朽化に伴う更

新費用及び施設維持管理費の増加が想定され、資金不足が見込まれることから、下水

道施設の統廃合など、固定費削減の取り組みを進めるとともに、料金改定について検

討を行う必要があります。なお、収支計画については、令和８年（２０２６年）度に

料金改定を見込んで作成しております。

※ 令和４年（２０２２年）度に策定し、公表した「令和３年度決算 経営比較分析

表」を添付しております。

⑷ 水洗化人口及び水洗化率の推移

町村合併時の平成１７年（２００５年）度末の水洗化人口は４，２２８人、

水洗化率が４６．８％でしたが、令和３年（２０２１年）度末には８，２９４人、

７１．１％までに推移しています。
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（公共）水洗化人口および水洗化率の推移

水洗化人口 水洗化率（人）
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３ 投資・財政計画（収支計画）

⑴ 投資・財政計画（収支計画）

別紙のとおりです。

⑵ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

ア 投資に関する目標

栗原市公共下水道全体計画で定めた下水道計画区域の下水道整備は、令和７年

（２０２５年）度末までの概成を目標としています。

イ 管渠、処理場等の建設・更新に関する目標

ストックマネジメント計画に基づき、施設の修繕及び更新を行います。

ウ 防災・安全対策に関する目標

ストックマネジメント計画に基づき、施設の修繕及び更新を行うことにより災

害等による下水道機能の停滞を招くことのないよう努めます。

⑴ 整備事業の概成

未普及地域における整備事業については、令和７年（２０２５年）度末までに下水

道整備を終え、整備出来ない区域については、令和６年（２０２４年）度に予定して

いる「栗原市下水道事業全体計画」及び「下水道事業計画」の変更時に、合併処理浄

化槽による整備区域へ変更し、汚水処理整備計画を進めていきます。

⑵ 効率的な事業執行

これまで、令和２年（２０２０年）度に若柳大袋農業集落排水処理施設を廃止し、

流域下水道に接続し、施設の統廃合を進めてまいりました。

今後、急速に老朽化が見込まれる下水道施設のストックマネジメントを実施して、

下水道施設のライフサイクルコストの低減化を図り、計画的な修繕及び改築を行うこ

とにより、業務の効率化とコスト削減を積極的に取り組みます。

※ ストックマネジメントとは

長期的な視点で施設全体の老朽化を考慮し、リスク評価優先順位により点検・調査、修繕・改築を

実施し、全体の施設管理を最適化するもの。

⑶ 水洗化の促進

河川・湖沼などの水質保全、生活環境の向上のため、未接続者へ市独自の各種助成

制度「水洗便所等改造資金利子補給制度」及び「排水設備設置工事費補助金制度」並

びに「浄化槽切替助成事業補助金制度」を周知し、市民の理解、協力のもとに水洗化

の促進に努めます。

２ 経営の基本方針

市政運営の理念である「市民が創る 暮らしたい栗原」の実現のため、その基本方

針に定められた下水道事業の果たすべき役割を踏まえ、快適な市民生活に資し、持続

可能な汚水処理を行うため、計画的かつ適正規模に即した施設整備と、施設の老朽化

に備え、適切かつ計画的な維持管理等によりライフサイクルコストの低減化を図り、

市民サービスの向上と健全な経営を目指して、次の３項目について重点的に取り組み

ます。



② 収支計画のうち財源についての説明

ア 財源に関する目標

令和７年（２０２５年）度までの下水道整備に係る財源は、国庫補助金及び企業

債を活用して収入を確保する計画としています。

また、受益者分担金の確実な収納、適正な使用料徴収に努めるとともに、資本費

平準化債の発行により、世代間の公平を図ってまいります。

イ 使用料収入の見通しに関する目標

使用料については、現在も未普及区域の整備途中でありますが、人口減少により

今後は使用料の減少が見込まれます。

以上のことから水洗化率の向上を図るため、下水道事業について市民の理解を得

るよう普及啓発活動を実施するとともに、併せて市の補助金等の活用について周知

し、水洗化の促進を図ってまいります。

※ Ｒ５年（２０２３年）度までの増加は、整備事業概成による未普及地区の解消を見込んでいます。
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ウ 企業債及び繰入金に関する目標

建設改良に伴い、下水道事業債の借入を計画しております。

資本費平準化債については、発行可能額以内で計画しています。一般会計から

の繰入金については、総務省が定める繰出基準をもとに計画しています。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

ア 民間活力の活用

マンホールポンプの維持管理を５年ごとの長期継続契約により包括的民間委託

をしています。

イ 職員給与費に関する事項

給与改定などを考慮せず、令和４年（２０２２年）度予算を基準として算定し

ています。

ウ 修繕費に関する事項

施設管理費については、包括的民間委託やストックマネジメント計画に基づく

計画的な修繕を行うとともに、耐用年数等に基づき、将来の減価償却予定額を算

出して推計し、所要の更新費用を反映させています。

952,073㎥

955,635㎥ 964,956㎥ 958,707㎥ 950,754㎥

203,682千円

204,444千円

204,962千円

223,998千円 222,140千円
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

（公共）下水道使用料及び有収水量の推移

有収水量 下水道使用料 （千円）（㎥）



⑶ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

ア 広域化・共同化・最適化に関する事項

施設の老朽化に伴い更新費用及び施設維持管理費が増加することから、将来の

更新費用を反映しつつ、広域化・共同化をすることで処理施設の維持管理費及び

更新費用の削減と経済的かつ効率的な事業運営を検討します。

イ 投資の平準化に関する事項

資本費平準化債は投資・財政計画（収支計画）にすべて反映済です。

※「資本費化債」とは、下水道事業債の償還財源として資本費平準化債を活用することにより、
後年度に負担を繰り延べし、将来にわたって負担を平準化するもの。（起債償還のための起債）

② 今後の財源についての考え方・検討状況

ア 使用料の見直しに関する事項

今後、人口減少等の影響による使用料収入の減少や、施設の老朽化に伴う更新費

用及び施設維持管理費の増加が想定され、資金不足が見込まれることから、下水道

施設の統廃合など、固定費削減の取り組みを進めるとともに、料金改定について検

討を行う必要があります。なお、収支計画については、令和８年（２０２６年）度

に料金改定を見込んで作成しております。

イ 資産活用による収入増加の取組について

施設は管路とマンホールポンプのみであるため、活用できる施設はありません。

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

ア 民間活力の活用に関する事項

現在実施している包括的民間委託を継続し、さらに効率的な運用ができるよう検

討します。

イ 職員給与費に関する事項

市の人事計画、給与制度により適正な人員配置に努めます。

ウ 修繕費に関する事項

物価上昇等に伴う影響額を見込むとともに、ストックマネジメント計画に基づき

施設のメンテナンスを実施し、修繕費の抑制に努めます。

エ 委託費に関する事項

現在実施している包括的民間委託を継続するとともに、物価上昇等に伴う動力費

等の影響額を見込みます。また、委託による効率的な運用が図られる事項などの検

討を行ってまいります。

オ その他の取組

水洗化促進を図るために、市民に対して下水道の普及啓発を行うとともに収納率

向上に取り組みます。
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４ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

本戦略は令和１３年（２０３１年）度までの１０年間の計画ですが、社会情勢の変

化が激しい昨今では、本市の下水道事業を取り巻く環境も大きく変化することが考え

られますことから、変化する社会情勢を踏まえつつ本戦略で掲げた取組を着実に遂行

するため、年度ごとに点検・評価を行うとともに、おおむね５年後に経営戦略を改定

します。

また、将来にわたって安定的に事業を継続していくため、「計画策定 (Ｐｌａｎ)-

実施(Ｄｏ)-検証(Ｃｈｅｃｋ)-見直し(Ａｃｔｉｏｎ)」のサイクルを活用して、本戦

略における投資・財政計画と実績との乖離及びその原因を分析し、次期戦略策定に反

映します。



※「経常収支比率」とは、料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の

費用をどの程度賄えているかを表す指標

※「経費回収率」とは、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標

※「水洗化率」とは、下水道供用開始区域（整備済区域）内に住んでいる人口のうち、既に水洗便所

を設置して汚水を下水道で処理している人口を表す指標

５ 経費回収率の向上に向けたロードマップについて

本経営戦略では、経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限、収入

増加・支出削減のための具体的取組及び実施時期、収支構造の改善の要否等に

ついての定期的な検証・見直し等について、以下のとおり定めます。

① 実施予定時期：令和４年（２０２２年）度～令和１３年（２０３１年）度

の１０年間

② 具体的な取組：

水洗普及活動等により、水洗化率を向上させて下水道使用料の増収を図り

ます。

また、ストックマネジメント支援制度を活用した省エネルギー設備の積極

的な導入により、動力費等の固定経費削減に取り組み、汚水処理原価の抑制

に努めます。

なお、経営健全化に関する定量的な業績指標を、経常収支比率、経費回収

率、水洗化率と定め、目標年限までの各業績指標を以下のとおり設定します。

－ 8 －

【目標】

年度 経常収支比率 経費回収率 水洗化率

Ｒ３ １００．９％ ８０．６％ ７１．１％

Ｒ４ １００．０％ ８０．６％ ７２．１％

Ｒ５ １００．０％ ８０．６％ ７３．１％

Ｒ６ １００．０％ ８０．６％ ７４．１％

Ｒ７ １００．０％ ８０．６％ ７５．１％

Ｒ８ １００．０％ ８０．６％ ７６．１％

Ｒ９ １００．０％ ８０．６％ ７７．１％

Ｒ１０ １００．０％ ８０．６％ ７８．１％

Ｒ１１ １００．０％ ８０．６％ ７９．１％

Ｒ１２ １００．０％ ８０．６％ ８０．１％

Ｒ１３ １００．０％ ８０．６％ ８１．１％



経営比較分析表（令和3年度決算）
宮城県　栗原市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
804.97 80.28 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 公共下水道 Cc2 非設置

普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

64,621

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率100.92％
  経常的収支比率は100%以上となっており、単年度収支
では黒字である。しかし、今後、維持管理経費は増加傾
向にあることから、使用料収入のみでは経費を回収でき
ない状況が見込まれる。
③流動比率24.88％
  短期的な支払能力を示す値であり、類似団体の平均値
を下回っている。これは企業債の償還金が多いためであ
り、より支払い能力を高めるため経営改善を図っていく
必要がある。
④企業債残高対事業規模比率589.27％
  類似団体平均を下回っており，順次企業債の償還が進
んでいることから今後は改善していく見込みとしてい
る。
⑤経費回収率80.63％
  回収すべき汚水処理費を使用料で賄えておらず、より
一層の収入の確保と汚水処理に係る費用の節減に努める
ことが必要である。
⑥汚水処理原価265.33円
  汚水処理費について、公費負担分が増加したことに伴
い汚水処理原価は減少しているが、類似団体と比較して
高くなっているため、より効率的な汚水処理と水洗化人
口の増加等に伴う有収水量を増やす取り組みが必要であ
る。
⑧水洗化率71.10％
  類似団体と比較し平均値を下回っており、更なる水洗
化の促進が必要である。

資金不足比率(％)

- 42.30 18.20 92.46 4,070

自己資本構成比率(％)

11,666 4.62 2,525.11 【】 令和3年度全国平均

－　9　－

①有形固定資産減価償却率5.58％
  償却対象資産の減価償却の指標であり、老朽化の程度
は類似団体平均を下回っている。
　公共下水道事業は、平成12年7月から供用開始し、21
年が経過している。老朽化の各指標は参考にしつつも、
他団体との比較や数値に捉われることなく、ストックマ
ネジメント計画に基づき老朽化の実態を把握したうえ
で、効果的な対応を図る必要がある。

2. 老朽化の状況

全体総括

　人口減少等による料金収入の減少や、保有する施設の
老朽化に伴う更新投資の増加など、経営環境は厳しさを
増していくことから、将来にわたって安定的な事業をし
ていくためには、自らの経営について的確な現状把握を
行うことが必要不可欠である。
　今後、健全かつ持続可能な下水道事業を進めるため、
令和4年度に改定予定の「経営戦略」に基づき、投資と
財政の均衡、使用料等の収益の確保並びに効率的な整備
や適切な維持管理を行うとともに、ストックマネジメン
トを実施し、施設のコスト低減化や計画的な修繕を図る
など、経営の健全化に努めていく必要がある。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。
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（１）収益的収支

投資・財政計画

－ 10 －

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和3年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）

１． (A) 203,967 204,583 205,924 205,562 205,104 225,202

(1) 203,682 204,444 205,782 205,420 204,962 225,060

(2) (B)

(3) 285 139 142 142 142 142

２． 395,682 379,234 390,075 399,150 395,538 367,579

(1) 247,634 232,517 257,994 267,833 263,908 236,591

246,884 231,967 257,244 267,083 263,158 235,841

750 550 750 750 750 750

(2) 147,651 146,661 132,029 131,265 131,578 130,936

(3) 397 56 52 52 52 52

(C) 599,649 583,817 595,999 604,712 600,642 592,781

１． 527,358 522,533 540,065 554,011 554,988 552,060

(1) 37,361 37,338 38,511 38,316 38,316 38,316

18,789 19,181 19,477 19,477 19,477 19,477

18,572 18,157 19,034 18,839 18,839 18,839

(2) 152,734 145,064 160,028 173,076 172,770 170,577

0 1,515 1,569 1,585 1,593 1,596

152,734 143,549 158,459 171,491 171,177 168,981

(3) 337,263 340,131 341,526 342,619 343,902 343,167

２． 66,842 61,012 55,662 50,429 45,382 40,449

(1) 66,816 61,012 55,662 50,429 45,382 40,449

(2) 26 0 0 0 0 0

(D) 594,200 583,545 595,727 604,440 600,370 592,509

(E) 5,449 272 272 272 272 272

(F) 0 0 0 0 0 0

(G) 131 272 272 272 272 272

(H) △ 131 △ 272 △ 272 △ 272 △ 272 △ 272

5,318 0 0 0 0 0

(I) 36,416 31,834 31,834 31,834 31,834 31,834

(J) 165,570 191,840 191,840 107,481 107,481 122,481

62,694 62,694 62,694 62,694 62,694 62,694

(K) 665,387 691,855 700,865 582,903 691,748 663,447

655,790 689,808 698,818 580,856 689,701 661,400

0 0 0 0 0 0

2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 203,967 204,583 205,924 205,562 205,104 225,202

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

修 繕 費

材 料 費

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

収 入 計

 
収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

動 力 費

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金 
収

益

的

収

支

 
収

益

的

収

入

営 業 収 益

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

そ の 他 補 助 金



（１）収益的収支

投資・財政計画

－ 11 －

（単位：千円，％） （単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 224,724 224,140 223,476 222,733 222,282

(1) 224,582 223,998 223,334 222,591 222,140

(2) (B)

(3) 142 142 142 142 142

２． 360,728 355,788 362,210 357,615 353,462

(1) 230,418 225,699 232,292 227,843 223,750

229,668 224,949 231,542 227,093 223,000

750 750 750 750 750

(2) 130,258 130,037 129,866 129,720 129,660

(3) 52 52 52 52 52

(C) 585,452 579,928 585,686 580,348 575,744

１． 548,968 547,135 556,234 554,005 552,002

(1) 38,316 38,316 38,316 38,316 38,316

19,477 19,477 19,477 19,477 19,477

18,839 18,839 18,839 18,839 18,839

(2) 168,363 166,505 175,521 173,159 170,803

1,599 1,602 1,605 1,608 1,611

166,764 164,903 173,916 171,551 169,192

(3) 342,289 342,314 342,397 342,530 342,883

２． 36,212 32,521 29,180 26,071 23,470

(1) 36,212 32,521 29,180 26,071 23,470

(2) 0 0 0 0 0

(D) 585,180 579,656 585,414 580,076 575,472

(E) 272 272 272 272 272

(F) 0 0 0 0 0

(G) 272 272 272 272 272

(H) △ 272 △ 272 △ 272 △ 272 △ 272

0 0 0 0 0

(I) 31,834 31,834 31,834 31,834 31,834

(J) 82,481 82,481 112,481 192,481 212,481

62,694 62,694 62,694 62,694 62,694

(K) 608,892 542,692 498,631 442,866 281,687

606,845 540,645 496,584 440,819 279,640

0 0 0 0 0

2,047 2,047 2,047 2,047 2,047

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 224,724 224,140 223,476 222,733 222,282

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

修 繕 費

材 料 費

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

収 入 計

 
収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

動 力 費

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

令和12年度 令和13年度

 
収

益

的

収

支

 
収

益

的

収

入

令和9年度

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

令和10年度 令和11年度



（２）資本的収支

投資・財政計画

－ 12 －

（単位：千円）

年　　　　　度 令和3年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）

１． 496,600 401,200 397,200 392,800 231,800 374,000

237,300 246,800 245,900 244,800 146,400 227,200

２． 119,462 158,291 170,647 114,488 186,676 178,735

３． 0 0 0 0 0 0

４．

５．

６． 128,107 50,717 35,700 42,000 20,000 5,000

７．

８． 15,500 15,385 4,980 10,000 10,000 0

９．

(A) 759,669 625,593 608,527 559,288 448,476 557,735

(B)

(C) 759,669 625,593 608,527 559,288 448,476 557,735

１． 335,090 151,900 133,520 161,761 80,098 66,451

２． 622,809 660,190 694,208 703,218 585,256 694,101

３． 0 0 0 0 0 0

４．

５．

(D) 957,899 812,090 827,728 864,979 665,354 760,552

(E) 198,230 186,497 219,201 305,691 216,878 202,817

１． 180,972 177,342 210,757 295,713 212,324 197,231

２． 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0

４． 17,258 9,155 8,444 9,978 4,554 5,586

(F) 198,230 186,497 219,201 305,691 216,878 202,817

0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 6,132,207 5,880,118 5,576,010 5,265,592 4,912,136 4,592,035

103,089 129,359 129,359 45,000 45,000 60,000

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和3年度
区　　　　　分 （ 決 算 ）

246,884 231,967 257,244 267,083 263,158 235,841

193,956 170,206 206,632 200,382 201,301 201,213

52,928 61,761 50,612 66,701 61,857 34,628

119,462 158,291 170,647 114,488 186,676 178,735

48,626 76,026 55,614 57,872 58,105 61,639

70,836 82,265 115,033 56,616 128,571 117,096

366,346 390,258 427,891 381,571 449,834 414,576

242,582 246,232 262,246 258,254 259,406 262,852

123,764 144,026 165,645 123,317 190,428 151,724

 
資

本

的

収

支

 
資

本

的

収

入

企 業 債

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

 (A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

 
資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

 資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

 

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度令和4年度

資 金 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合      計

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金



（２）資本的収支

投資・財政計画

－ 13 －

（単位：千円） （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

１． 290,700 247,000 215,300 194,400 167,600

198,500 159,800 129,500 108,700 83,200

２． 162,480 184,598 182,846 204,654 113,673

３． 0 0 0 0 0

４．

５．

６． 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

７．

８． 0 0 0 0 0

９．

(A) 458,180 436,598 403,146 404,054 286,273

(B)

(C) 458,180 436,598 403,146 404,054 286,273

１． 48,352 40,893 44,195 43,807 42,044

２． 665,800 611,245 545,045 496,584 440,819

３． 0 0 0 0 0

４．

５．

(D) 714,152 652,138 589,240 540,391 482,863

(E) 255,972 215,540 186,094 136,337 196,590

１． 252,031 212,277 182,531 132,810 193,223

２． 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0

４． 3,941 3,263 3,563 3,527 3,367

(F) 255,972 215,540 186,094 136,337 196,590

0 0 0 0 0

(G)

(H) 4,216,935 3,852,690 3,522,944 3,220,760 2,947,542

20,000 20,000 50,000 130,000 150,000

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度
区　　　　　分

229,668 224,949 231,542 227,093 223,000

201,024 201,257 201,498 201,762 202,154

28,644 23,692 30,044 25,331 20,846

162,480 184,598 182,846 204,654 113,673

62,904 62,910 61,225 58,461 52,632

99,576 121,688 121,621 146,193 61,041

392,148 409,547 414,388 431,747 336,673

263,928 264,167 262,723 260,223 254,786

128,220 145,380 151,665 171,524 81,887

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

 
資

本

的

収

支

 
資

本

的

収

入

令和9年度

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

 (A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

 
資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

 資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

 

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

令和12年度 令和13年度

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資 金 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和9年度 令和10年度 令和11年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合      計

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金


